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Environmental Sustainability Report

廃棄物の排出量
廃棄物は、一般廃棄物（燃えるごみ・燃えないごみ）

と産業廃棄物（廃棄物品類を含む）に大別されます。
一般廃棄物は分別し回収され、つくば市クリーンセン
ターへ運搬した後処理されています（運搬は外部業者
に委託）。また、産業廃棄物は構内の集積場に回収し、
運搬および処理は外部業者に委託され、一部は最終
処分処理されています。

2013 年度の一般廃棄物の廃棄量は、2001年度と
比べて62.5％削減することができました。また、産業
廃棄物の廃棄量は、昨年度に引き続き老朽化した物
品類の廃棄や薬品管理の適正化を図る目的で不用薬
品類の廃棄を推進したことから、2002 年度（2001年
度は実績無し）と比べて14.2％の増加となりました。

特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発

性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に被
害を及ぼすおそれのある性状を有するものをいいま
す。農環研では主に、廃薬品類、強酸性廃液、廃油な
どがこれに該当します。これらの廃棄物は担当者の
監督のもとで回収を行い、運搬および処理は外部業
者に委託しています。

2013 年度の特別管理産業廃棄物の廃棄量は、薬
品管理の適正化を図る目的で不用薬品類の廃棄を
推進したことにより前年度の廃棄量を大幅に増加し、
2011 年度と同レベルになりました。

リサイクル
○家電製品

家電製品（テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機（衣類
乾燥機を含む））については、特定家庭用機器再商品
化法（家電リサイクル法）に基づき外部業者に引き取
りを依頼しています。
○ PC 等

PC 等の廃棄に当たっては、「資源の有効な利用の
促進に関する法律」に沿って手続きを行うことはもち
ろんですが、情報セキュリティ確保の観点からもPC
内の情報の消去に注意を払っています。
○古紙

古紙は、コピー用紙、図書類、新聞紙、ダンボール紙
などに分類し回収を行い、運搬および処理は外部業
者に委託しています。職員一人ひとりが分別排出に
心がけるとともに、紙利用の削減および古紙回収率の
向上に努めています。
○生ゴミ

食堂から排出される食品残さのリサイクルのために、
2005 年 3月に生ゴミ処理機を導入しました。これにより
一般廃棄物の排出量が削減できます。また、生ゴミ処
理機で作られた堆肥は圃場で利用することもできます。

廃棄物の適正処理
産業廃棄物の運搬および処理を委託した業者に対

しては、処理業者の許可証の確認、産業廃棄物管理票
（マニフェスト）により適正処理の確認を行い、不法
投棄などがないよう監視しています。

再利用の促進
不用となったものでもただちに捨てたりせず、所内

のグループウェア等で希望者を募るなど、物品の再利
用も促進しています。

廃水処理の概要
実実験室から排出される一般実験廃水を、実験廃

水処理施設において、下水道法やつくば市下水道条
例等に基づく排水基準に適合する水質として排水し
ています。主な処理対象物質は、シアン化合物、水銀、
六価クロム、鉛、ヒ素などです。処理プロセスは、処理
施設へ流入する一般実験廃水は沈砂池（バースクリー
ン）へ導入し、砂およびゴミを除去した後汚水槽へ導
入し、ポンプアップしてさらに貯留槽へ導入します。

モニタリングシステム
貯留槽が満水になるとサンプリングを開始し、モニ

タリング設備によりシアン、クロム、水銀などの項目に
ついて排水基準を満たしているときは排水ポンプに
より下水道へ放流を行います。排水基準を超えてい
る項目があるときは、処理をして排水基準以下を確認
し放流します。実験廃液の取り扱いに対するマニュ
アル作成や注意喚起を行っていることもあり、2013
年度の年間平均値は法・条例の排水基準濃度の
50％以下となっています。

項　　目 単 位 排水基準
2013 年度実績

最大値 最小値 年間平均値
水温 ℃ 45℃未満 * 23.7 8.4 17.03 
PH（水素イオン濃度） 5 ～ 9** 7.9 6.7 7.27 
SS（浮遊物質量） mg ／ ℓ 600 未満 ** 11.0 1.0 3.35 
シアン化合物 mg ／ ℓ 検出されないこと *** 不検出 不検出
クロム化合物 mg ／ ℓ 1 以下 **** 0.0170 0.0010 0.0050 
六価クロム化合物 mg ／ ℓ 0.05 以下 *** 0.0040 0.0020 0.0025 
水銀およびその化合物 mg ／ ℓ 0.0005 以下 *** 0.0001 0.0001 0.0001 
鉛およびその化合物 mg ／ ℓ 0.05 以下 *** 0.0070 0.0010 0.0040 
ヒ素およびその化合物 mg ／ ℓ 0.01 以下 *** 0.0050 0.0050 0.0050 
亜鉛およびその化合物 mg ／ ℓ 2 以下 * 0.0700 0.0100 0.0382 
窒素含有量 mg ／ ℓ 240 未満 ***** 1.3000 1.0000 1.1273 
燐含有量 mg ／ ℓ 32 未満 ***** 0.0300 0.0100 0.0218 

* 下水道法、** つくば市下水道条例、*** 茨城県研究学園都市下水道条例（現在は廃止されているが、通知により基準値は継続）、**** 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定め
る条例（茨城県）、***** 下水道法施行令第 9 条の 5 の「特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準」における値を参考として示しました。
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取組項目 数値目標 2013年度実績
環境マスタープラン
⑥廃水の適正処理

実験廃水について
条例の排水基準濃
度の50％以下

各項目の平均濃度
は排 水 基 準 濃 度
の50％以下

年度毎の廃棄物別排出量

年度毎の家電等リサイクルの実績（単位：台）

廃棄物処理
Waste Disposal

取組項目 数値目標 2013年度実績
環境マスタープラン
⑤廃棄物の削減・適
正処理

2015年度までに一
般廃棄物2001年度
比44%以上削減、
産業廃棄物2002年
度比10%以上削減

①一般廃棄物の
廃棄量2001年度
比62.5%削減、
②産業廃棄物の
廃棄量2002年度
比14.2%の増加
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産業廃棄物

一般廃棄物

年度毎の特別管理産業廃棄物の排出量（単位：kg）

2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013

テレビ 8 12 9 19 21 10 4

冷蔵庫 9 13 10 20 13 17 3

エアコン 2 1 3 ‒ ‒ ‒ ‒

洗濯機 3 1 3 11 2 1 5

2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013

廃薬品類 33 383 588 1,847 1,175 12 125

汚泥（特別管理） 15 59 523 61 30 128 9

廃油（特別管理） 8 3,894 1,247 1,273 1,211 41 2,260

合計 56 4,336 2,358 3,181 2,416 181 2,394




